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当庁の認定した事実及び判断
認定事実
昭和５９年８月３日
処分庁が、請求人の母親に対して法による保護を開始したこと。
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■(2)平成２４年１２月１６日
請求人の母親が入院したこと。 １

(3 )平成２５年１月２２日
処分庁は上記（２）を受けて、請求人の母親に対する基準生活費を居宅基準

から入院患者基準へ変更決定したこと。
当該変更決定に伴い、処分庁が請求人の母親に対して支弁した平成２５年
１月分の保護費について４９，３７０円の過払い金が発生したこと。
※参考
変更前の認定額=123,710円
＝第１類・第２類生活費（68,950円）＋冬季加算（2,810円）＋障害者加算(16,650円)+
介護保険料加算(3,300円)+住宅扶助(32,000円）

巳ログ①悪嬉ＢＤ１ｂＥ層■《ザ和名君も吾Ｕ『嘗咽■０司宜、４＄２悔み
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凸 変更後の認定額=74,340円

＝入院患者日用品費（23,150円）＋冬季加算(1,000円)+障害者加算(14,890円)+

介護保険料加算（3,300円）＋住宅扶助（32,000円）

(4)処分庁は、上記（３）の過払い金について、平成２５年２月分以降の保護費
から４分割して収入充当することとしたこと。
※参考
２月～４月の保護費充当額・・・・12,342円
５月の保護費充当額．．・・･･12,344円
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(5)平成２５年３月１６日
■

請求人の母親が死亡したこと。

(6)平成２５年３月１７日
処分庁が、請求人の母親に対する法による保護を廃止したこと。
当該廃止の決定に伴い、上記（４）の額のうち２４，６８６円の収入充当未

済額が発生したこと。
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及びその前月までの分に限る。）を、次回支給月以後の収入充当額として計
上して差しつかえないこと。」と定めている。

ウ生活保護問答集について（平成２１年３月３１日厚生労働省社会，援護
局保護課長事務連絡。以下「別冊問答集」という。）問１３-４では、扶助
費の返還を要する事情が明らかとなった場合、法令等イのほか法第６３条の
規定による返還として決定しても差し支えない旨を定めている。■エ局長通知第７-２-（３）-キでは、入院患者の基準生活費の算定につ
いて「入院患者日用品費が算定されている入院患者が退院又は死亡した場合
は、入院患者日用品費は退院等の日まで計上することとし、一般生活費の認
定の変更（各種加算の額の変更を含む。）を日割計算により行なうこと。」
と定めている。
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オ局長通知第７-４-（１）一イでは、住宅費の認定について「月の中途で
保護開始、変更、停止又は廃止となった場合であって、日割計算による家賃、
間代、地代等の額を超えて家賃、間代、地代等を必要とするときは、１か月
分の家賃、間代、地代等の基準額の範囲内で必要な額を認定して差し支えな
いこと。」と定めている。

力局長通知第７-２-（２）-ケ-（ア）では、介護保険料加算の取扱い
について「介護保険料加算は、普通徴収にかかる保険料の納期において、納
付すべき実費を認定すること。」と定めている。ｄ
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キ別冊問答集問１３-１７では、保護の廃止、変更等に伴い前渡した保護費
を支弁者に返還する義務は、民法第７０３条により生ずることになる旨を定

・めている。

ク法第６３条では、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもか
かわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又
は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範
囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と
定めている。

竜α■ｑＪＱｎ・１４４８ｆ■ｑＤ６申色ＨＵＱ品・ｑａｑ、０■ｒＥｒｂ
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本件処分について
ア．基準生活費変更に伴う過払い金の費用返還決定について
基準生活費の算定については、居宅基準が計上されている被保護者の入院期
間がlか月を超えるような場合には、基準生活費を入院日の属する月の翌月の
初日から入院患者日用品費へ変更することとされており（法令等ア）、最低生
活費又は収入充当額の認定を変更すべき事由が事後において明らかとなった場
合には、当該事由に基づき扶助費支給額の変更決定を行なえば生ずることとな
る返納額を次回支給月以後の収入充当額として計上するか（法令等イ）、また
は、法第６３条の規定による返還として決定することとされている（法令等
ウ）。
これを本件事案についてみると、請求人の母親は１か月を超えて入院してい
たことが認められることから、請求人の母親に対する基準生活費については、
入院日の属する月の翌月の初日にあたる平成２５年１月１日時点に遡って居宅
基準から入院患者基準へ変更することを要し、かかる差額については平成２５
年２月以後の収入充当額として計上するか、または、法第６３条の規定による
返還として決定されるべきであり、本件処分は基準生活費の変更を行えば生ず
ることとなる額４９，３７０円を返納額の対象とした上で、平成２５年２月及
び同年３月に合計２４，６８４円を収入充当額として計上し、請求人の母親に
対する保護の廃止に伴い生じた収入充当未済額２４，６８６円の範囲内におい
て法第６３条に基づく費用返還額を決定していることが認められることから、
違法又は不当なものとはいえない。
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イ．保護廃止に伴う過払い金の費用返還決定について
保護の廃止があった場合おける入院患者日用品費及び各種加算額の算定につ
いては日割計算により基準生活費を計上することとされ（法令等エ）、住宅費
の算定については日割計算による家賃等の額を超えて家賃等を必要とする場合
に限り１か月分の家賃等の基準額の範囲内で必要な額を認定することが認めら
れている（法令等オ）。また、介護保険料加算については、普通徴収にかかる
保険料の納期において、納付すべき実費を認定することとされており（法令等
力）、保護の廃止等に伴い前渡した保護費を支弁者に返還する義務については、
民法第７０３条により生ずることになる旨が定めている（法令等ｷ）。
これを本件事案についてみると、処分庁は、請求人の母親に対する保護の廃

止に伴い、請求人の母親に対して支弁した平成２５年３月分の保護費のうち入
院患者日用品費、冬季加算及び障害者加算の１５日分の額１８，８９１円と介
護保険料加算額３，．３００円の合計額２２，１９１円を返還の対象としている
ことから、その返還額は法令等の定めに基づいて適正に算定されていることが
認められるが、保護の廃止に伴い前渡した保護費の返還請求については、民法
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第７０３条を根拠に行うべきところ、法第６３条を適用していることから、こ
の点について違法又は不当な処分と言わざるを得ないため、この部分につき処
分を取消すことが適当と判断する。

■ ■■ 結論
以上のとおり､本件審査請求は､雄があるから行政不服審査法(昭和
３７年法律第１６０号）第４０条第３項の規定を適用して、主文のとおり裁
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平成２６年１月２２日

沖縄県知事
仲井眞弘多

示）
の裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算

(教
こ
てし ３０日以内に、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
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